
 

京都市土砂等による土地の埋立て等に係る周辺関係住民等への周知

等に関する指導要綱 

 

（目的） 

第１条   

この要綱は、近年の盛土等に寄せられる社会的な関心の高まりと、生活環

境の保全及び災害の防止に資するため、「宅地造成及び特定盛土等規制法」

（以下、「法」という。）第１１条又は第２９条に規定する宅地造成、特定盛

土等又は土石の堆積に関する工事（以下、「工事」という。）の施行に係る土

地の周辺地域の住民への周知に関する具体的な事項を定め、関係者が相互の

立場を尊重し、誠意をもって協力するよう努めることにより、紛争を未然に

防止することを目的とする。 

（定義） 

第２条  

  この要綱において使用する用語は、次項に定めるもののほか、法及び宅地

造成及び特定盛土等規制法施行令（以下「令」という。）の例による。 

２ この要綱において使用する用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

⑴ 事業主 法第１２条又は第３０条の規定による許可（令第２３条各号又

は令第２５条第２項各号の規模の工事に限る。）を受けようとする者をいう。 

⑵ 周辺関係住民等 次のいずれかに該当する者をいう。 

ア 工事をする土地（土地の形質の変更を行う土地）及び工事に関連する土

地（土地の形質の変更を行わない土地を含み、工事に関連して一体的に利

用する土地）（以下「施行区域」という。）に隣接する土地の所有者並び

に建築物の所有者及び占有者 

イ アに規定する者を構成員として有する町内会、自治会の代表者 

ウ 施行区域の下流域の土砂災害警戒区域（土石流）内の土地の所有者並び

に建築物の所有者及び占有者 

エ ウに規定する範囲内に居住する構成員を有する町内会、自治会の代表者 

オ 当該許可に伴う工事運搬車両の通行により、児童等の通学時の安全等に



 

著しい影響が生じる通学路に面する土地の所有者並びに建築物の所有者

及び占有者 

カ オに係る通学路の道路管理者、交通管理者、学校代表者 

キ オに規定する範囲内に居住する構成員を有する町内会、自治会の代表者 

ク その他市長が適当と認める者 

⑶ 関係者 事業主及び周辺関係住民等をいう。 

（関係者による相互協力等） 

第３条 事業主は、工事の計画の策定に当たっては、周辺関係住民等に対して

誠意を持って対応するとともに、周辺地域の環境に十分に配慮し、周辺関係

住民等の安全の確保に努めること。 

２ 周辺関係住民等は、事業主から工事の計画の内容等について事前の説明の

申出があった場合は、これに応じるよう努めること。 

３ 関係者は、そのいずれか一方から協議を求められたときは、これに応じる

よう努めること。 

４ 関係者は、必要に応じて前項の協議内容について協定を締結し、相互に遵

守するように努めること。 

５ 関係者は、工事に関連して生じた全ての紛争について、相互の立場を尊重

し、誠意を持って自主的に解決するよう努めること。 

（周知の方法等の協議） 

第４条 事業主は、法第１２条又は第３０条の規定による許可申請を行おうと

するときには、当該申請に係る周辺関係住民等への周知及び説明の方法につ

いて、市長と協議すること。 

（標識の設置） 

第５条 事業主は、工事の概要を周辺関係住民等に周知させるため、次条の周

辺関係住民等への説明を行う日の１０日前までに、施行区域又はその周辺の

見やすい場所に、工事の概要を記載した標識（様式イ）を設置することで、工

事の計画に関して積極的に周知するよう努めること。 

（周辺関係住民等への説明等） 

第６条 事業主は、法第１２条又は第３０条の規定による許可申請までに、周

辺関係住民等に対し、工事の計画について、その内容及び次に掲げる事項を



 

説明し、周辺関係住民等の理解を得るよう努めること。 

⑴ 工事の目的、所在地及び敷地の面積 

⑵ 事業主の氏名又は名称 

⑶ 工事施行者の氏名又は名称 

⑷ 工事の着手予定日及び完了予定日 

⑸ 盛土又は切土の高さ、面積及び土量 

⑹ 盛土等その他資材の搬出入に係る計画及び経路 

⑺ 工事中の防災対策 

⑻ その他市長が必要と認める事項 

２ 事業主は、工事の計画について、周辺関係住民等から説明会の開催を求め

られたときは、これに応じるよう努めること。 

３ 事業主は、前２項に定める説明を行ったときは、速やかにその状況を説明

状況報告書（様式ロ）により市長に報告すること。 

（計画変更及び事業主変更） 

第７条 事業主は、工事の計画又は事業主を変更しようとするときは、変更内

容並びに変更内容に係る周辺関係住民等への周知及び説明の方法について協

議すること。 

２ 事業主は、施行区域を含む土地を譲渡又は賃貸する場合は、この要綱に基

づき協定した内容等について、譲受人又は賃借人に継承し、これを遵守させ

るよう努めること。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は開発指導課長が定める。 

附 則 

この要綱は、令和５年６月３０日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和６年６月６日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行前にした土砂等による土地の埋立て等の計画又は宅地造成

及び特定盛土等規制法に基づく工事の計画に係る周辺関係住民等への周知は、



 

なおその効力を有する。 

  



 

様式イ（第５条関係）  

工 事 の 計 画 に 関 す る 標 識  

工事の目的 
 

 

工事を行う場所の所在地及び面積 平方メートル 

事業主の氏名又は名称 
 

 

工事施行者の氏名  

盛土若しくは切土又は土石の堆積の高さ メートル 

盛土又は切土をする土地の面積 平方メートル 

盛土若しくは切土又は土石の堆積の土量 

盛土 立方メートル 

切土 立方メートル 

工事着手予定年月日  

工事完了予定年月日  

備考１ 材質は、風雨に十分耐えるものを使用し、大きさは、横９０センチメートル以

上、縦７０センチメートル以上  
２ 「事業主の住所氏名」の欄には、氏名、住所（法人にあっては、名称及び代表

者の氏名並びに主たる事務所の所在地）及び連絡先を記入  

 

 

 

 

 



 

様式ロ（第６条関係） 

説 明 状 況 報 告 書 

（あて先）京都市長  年   月   日  

報告者の住所（法人にあっては、主たる事

務所の所在地）
 

 

 

報告者の氏名（法人にあっては、名称及び代

表者名、記名又は署名）
 

 

 

連絡先  

 

京都市土砂等による土地の埋立て等に係る周辺関係住民等への周知等に

関する指導要綱第６条第３項の規定により、下記のとおり報告します。 

位置   面積  ㎡ 

説 

明 
の 

内 

容 

日   時 
年   月   日  

時   ～   時  

場   所  

相 手 方 名 

説 明 者 名 

説 明 概 要  

意   見  

回   答  
 

説
明
資
料 

配布したもの  
□位置図 □平面図 □立面図 □断面図 □工程表  

□その他（         ）  

提示したもの  
□位置図 □平面図 □立面図 □断面図 □工程表  

□その他（         ）  
注１ 該当する□には、レ印を記入してください。 

２ 「説明の内容」欄に説明の概要を記載し、詳細については議事録を添付してくださ

い。 


